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（注）「農業農村土木」につき、令和 2 年 3月 5 日以前合格者の科目名は「農業土木」 
「熱・動力エネルギー機器」につき、令和 2年 3 月 5 日以前合格者の科目名は「熱工学」 
「流体機器」につき、令和 2 年 3 月 5 日以前合格者の科目名は「流体工学」 
「林業・林産」につき、令和 2 年 3 月 5 日以前合格者の科目名は「林業」 
「廃棄物・資源循環」につき、令和 2 年 3 月 5 日以前合格者の科目名は「廃棄物管理」 

平成 15 年以前の科目名は「廃棄物処理」 

実務経験のみによる者は不可 

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

建
設
業
法

｢

登
録
基
幹
技
能
者
講
習

｣

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

講
習
修
了
証

仕
上
げ

躯
体

建
築

薬
液
注
入

鋼
構
造
物
塗
装

土
木

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 36 34 33 32 31 30 29 28 27 23 22 21 20 16 15 14 13 12 11

土 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 土

建 ○ ◎ ○ ◎ 建

大 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ 大

左 ○ ◎ 左

と ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ と

石 ○ ◎ ○ ◎ 石

屋 ○ ◎ ○ ◎ 屋

電 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 電

管 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 管

タ ○ ◎ ○ ○ ◎ タ

鋼 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 鋼

筋 ○ ◎ 筋

舗 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 舗

しゅ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ しゅ

板 ○ ◎ 板

ガ ○ ◎ ガ

塗 ○ ◎ ○ ◎ 塗

防 ○ ◎ 防

内 ○ ◎ ○ ◎ 内

機 ◎ ◎ 機

絶 ○ ◎ 絶

通 ◎ ○ ◎ 通

園 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 園

井 ◎ 井

具 ○ ◎ 具

水 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 水

消 消

清 ◎ 清

業
種
に
つ
い
て
は
次
頁
参
照

第
二
種
電
気
工
事
士
（

免
許
交
付
後
実
務
経
験
三
年
以
上
）

第
一
種
電
気
工
事
士

建
築
士
法

　
「

建
築
士
試
験
」

部門、「選択科目」(選択科目がある場合は､登録証の他に､選択科目が
記載されている｢合格証明書｣を添付すること。)

木
造
建
築
士

二
級
建
築
士

一
級
建
築
士

登
録
基
幹
技
能
者

建
設
（
「

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

を
除
く
）

総
合
技
術
監
理
「

建
設
」
（

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

建
設
「

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

総
合
技
術
監
理
「

建
設
―

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

農
業
「

農
業
農
村
工
学
（

注
）
」

総
合
技
術
監
理
（

農
業
「

農
業
農
村
工
学
（

注
）
」
）

電
気
電
子

総
合
技
術
監
理
（

電
気
電
子
）

森
林
「

森
林
土
木
」

総
合
技
術
監
理
（

森
林
「

森
林
土
木
」
）

衛
生
工
学

総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
）

免

状

登
録
証

免
許
証
又
は

免
許
証
明
書

合
格
証
明
書

電
気
工
事
士
法

　
「

電
気
工
事
士
試
験
」

技
術
士
法

　
「

技
術
士
試
験
」

建
設
業
法

「

技
術
検
定
」

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士

二
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士

一
級
造
園
施
工
管
理
技
士

二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

建
設
業
の
種
類

衛
生
工
学
「

水
質
管
理
」

総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
「

水
質
管
理
」
）

衛
生
工
学
「

廃
棄
物
・
資
源
循
環
（

注
）
」

又
は
「

汚
物
処
理
」

総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
「

廃
棄
物
・
資
源
循
環
（

注
）
」
）

建
設
業
の
種
類

機
械

総
合
技
術
監
理
（

機
械
）

機
械
「

流
体
機
器
（

注
）
」

又
は
「

熱

・
動
力

エ
ネ
ル
ギ
ー

機
器
（

注
）
」

総
合
技

術
監
理

(

機
械
「

流

体
機
器
（

注
）
」

又
は
「

熱

・
動
力
エ

ネ
ル
ギ
ー

機
器
（

注
）
」

)

上
下
水
道

総
合
技
術
監
理
（

上
下
水
道
）

上
下
水
道
「

上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」

総
合
技
術
監
理
（

上
下
水
道
「

上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」
）

水
産
「

水
産
土
木
」

総
合
技
術
監
理
（

水
産
「

水
産
土
木
」
）

森
林
「

林
業
・
林
産
（

注
）
」

総
合
技
術
監
理
（

森
林
「

林
業
・
林
産
（

注
）
」
）

二
級
建
設
機
械
施
工
技
士
（

第
一
種
～

第
六
種
）

一
級
建
設
機
械
施
工
技
士

種　別 種　別

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士

昭和57年総理府令第

37号による改正前の

技術士法施行規則に

よる選択科目

このほか、旧規則（改正

前の技術士法施行規則）

による部門「選択科目」

旧電気工事士法による従来の電

気工事士免状は第二種電気工

事士免状とみなされる。

技術者の国家資格等一覧表
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資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

水
道
法
「

給
水
装
置
工
事
主
任

技
術
者
試
験
」

電
気
通
信
事
業
法

電
気
事
業
法
「

電
気
主
任
技
術

者
国
家
試
験
等
」

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

免

状

技
術
審
査

合
格
証
書

合
格
証
書

認
定
証

登
録
証

認
定
証
明
書

資
格
者
証

免

状

さ
く
井

防
水
施
工

造
園

建
具
製
作
・
建
具
工
・
木
工
・
（

選
択
科
目
「

建
具
製
作
作
業
」
）

カ
ー

テ
ン
ウ
ォ
ー

ル
施
工
・
サ
ッ

シ
施
工

熱
絶
縁
施
工

表
具
・
表
具
工
・
表
装
・
内
装
仕
上
げ
施
工
・
カ
ー

テ
ン
施
工

天
井
仕
上
げ
施
工
・
床
仕
上
げ
施
工

畳
製
作
・
畳
工

噴
霧
塗
装

金
属
塗
装
・
金
属
塗
装
工

建
築
塗
装
・
建
築
塗
装
工

塗
装
・
木
工
塗
装
・
木
工
塗
装
工

ガ
ラ
ス
施
工

か
わ
ら
ぶ
き
・
ス
レ
ー

ト
施
工

板
金
・
板
金
工
・
打
出
し
板
金

板
金
（

選

択
科
目
「

建
築
板

金
作
業
」
）

・
建
築
板
金
（

選
択
科
目
「

内
外

装

板
金
作
業
」

）

・
板
金
工
（

選
択
科
目
「

建
築

板
金
作
業
」

）

工
場
板
金

鉄
筋
組
立
て
・
鉄
筋
施
工

鉄
工

(

選
択
科
目

｢

製
罐
作
業

｣

ま
た
は
、

｢

構
造
物
鉄
工

｣

）

・
製
罐

石
工
・
石
材
施
工
・
石
積
み

ブ
ロ
ッ

ク
建
築
・
ブ
ロ
ッ

ク
建
築
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
積
み
ブ
ロ
ッ

ク
施
工

築
炉
・
築
炉
工
・
れ
ん
が
積
み

タ
イ
ル
張
り
・
タ
イ
ル
張
り
工

建
築
板
金
（

選
択
科
目
「

ダ
ク
ト
板
金
作
業
」
）

配
管
（

選
択
科
目
「

建
築
配
管
作
業
」
）

・
配
管
工

給
排
水
衛
生
設
備
配
管

空
気
調
和
設
備
配
管
・
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
圧
送
施
工

と
び
・
と
び
工

左
官

型
枠
施
工

建
築
大
工

路
面
標
示
施
工

ウ
ェ

ル
ポ
イ
ン
ト
施
工

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 70 76 75 74 73 57 72 64 71 67 66 69 68 65 63 62 40 61 59 58

土 土

建 建

大 ○ ○ 大

左 ○ 左

と ○ ○ ○ ○ ○ ○ と

石 ○ ○ 石

屋 ○ ○ ○ 屋

電 ○ ○ ○ 電

管 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管

タ ○ ○ ○ タ

鋼 ○ 鋼

筋 ○ 筋

舗 舗

しゅ しゅ

板 ○ ○ ○ ○ 板

ガ ○ ガ

塗 ○ ○ ○ ○ ○ 塗

防 ○ 防

内 ○ ○ 内

機 機

絶 ○ 絶

通 ○ 通

園 ○ 園

井 ○ ○ 井

具 ○ 具

水 水

消 ○ ○ 消

清 清

　特定（法第15条２号イ）の資格及び一般（法第７条２号ハ）の資格の両方を兼ねる。

　一般（法第７条２号ハ）の資格のみ

　指定建設業：特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認のいずれかに限られる。

建
設
業
の
種
類

◎

○

電
気
主
任
技
術
者
　
一
種
・
二
種
・
三
種

（

免
許
交
付
後
実
務
経
験
五
年
以
上
）

電
気
通
信
主
任
技
術
者
（

資
格
者
証
交
付
後
実
務
経
験
五
年
以
上
）

建
設
業
の
種
類

一
級
計
装
士
（

合
格
後
各
工
事
に
関
し
実
務
経
験
一
年
以
上
）

建
築
設
備
士
（

資
格
取
得
後
各
工
事
に
関
し
実
務
経
験
一
年
以
上
）

登
録
基
礎
ぐ
い
工
事

地
す
べ
り
防
止
工
事
（

登
録
後
各
工
事
に
関
し
実
務
経
験
一
年
以
上
）

民
間
資
格

合
格
証
書

職
業
能
力
開
発
促
進
法

「

技
能
検
定
」

（

旧
職
業
訓
練
法
）

そ

の

他

（

大

臣

特

認

等

）

消
防
法

「

消
防
設
備
士
試
験
」

給
水
装
置
工
事
主
任
技
術

（

免
状
交
付
後
実
務
経
験
一
年
以
上
）

者

検定職種〔等級区分が二級のものは、合格後３年以上(平成15年3月31日以前の合格者は１年以上)の実務経験〕 乙
種
消
防
設
備
士

甲
種
消
防
設
備
士

免

状平成27年4月1日から要件追加

検定職種「とび・とび工」の実務

経験は、とび工事に関するもの、

「コンクリート圧送施工」の実務

経験はコンクリート工事に関す

るものに限る。

等級区分はなく、実務経験不要

実務経験は、土工工事に関

するものに限る。鉄筋施工は、選択科目「鉄筋施

工図作成作業」及び「鉄筋組立

て作業」に合格したもののみ

実務経験のみによる者は不可 
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解体工事業の技術者要件

要件に合致した専任技術者となることができる者は、下記のいずれかの資格等を有する者です。 

① 実務経験年数の証明に必要な確認資料

解体工事の実務経験として認められる工事は、平成 28 年６月１日改正法施行前のとび・土工工

事（以降、旧とび・土工工事）の実務経験期間のものであっても、「工作物の解体を行う工事

（P67青線箇所参照）」のみとなります。実務経験年数については、請負契約書等により、工期を

確認して算出します（一つの契約書で解体工事以外の工事も併せて請け負っているものについて

は、当該契約の工期を実務経験年数とする）。 

ただし、旧とび・土工工事業の許可業者で、既に提出済みの変更届出書（決算報告）の中の工事

経歴書から解体工事の実績が確認できる場合は、その期間分につき、請負契約書等に替えることが

できます（※受付印の押印された変更届出書（決算報告書）の副本表紙及び当該工事経歴書の写し、

また必要に応じて工事内容のわかる資料等が必要となります（原本提示））。 

なお、平成 28年５月 31日までの旧とび・土工工事業での実務経験に限り、同期間中に解体工事

の実績がある場合は、実務経験期間の重複計上を認めています。 

※建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録期間

に請け負ったものに限り経験期間に算入できます。

No
許可の
種類

注意事項及び必要な実務経験の証明期間

1 特定 ※１
2 特定 ※１
3 特定 ※２
4 特定
5 一般 ※上記いずれかによる
6 ２級土木施工管理技士 （土木） 一般 ※１

（建築） 一般 ※１
（躯体） 一般 ※１
１級 一般 無し（改正法附則第二条には該当しない）

２級 一般
３年以上（平成15年度以前の合格者は１年以上）
※（解）の経験に限る（（と）の経験を証明する場合は「みなし」と扱う）

9 一般 無し
通常証明 一般 10年以上
解体工事業に関する指定学科 一般

振替による証明 一般
(土）（建）（と）のいずれか１業種につき４年以上、
（解）につき８年以上の計12年以上

※１

※２

　改正法附則第二条より、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事の実務経験１年以上証明または登録解体工事講習の受講が必要となります。

改正法附則第三条より、解体工事の実務経験１年以上証明または登録解体工事講習の受講が必要です。

とび技能士

実務経験

8

10

解体工事施工技士

監理技術者の資格のいずれか（上記１～４）

２級建築施工管理技士7

技術者要件に関する資格等

１級土木施工管理技士
１級建築施工管理技士

技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建設））
指導監督的な実務経験を有する者

（と）実務経験 （と）実務経験 （と）実務経験 （と）実務経験

（鋼）実務経験 （鋼）実務経験 （解）実務経験 （解）実務経験

  H23.６.１ H28.６.１ R3.６.１ 　R8.６.１ 実
務
経
験
期
間
が
一
部
重
複

し
て
い
る
が

、
施
行
日
前
で

あ
れ
ば
特
例
で
重
複
可
の
た

め
二
業
種
可

　H１  H10 実
務
経
験
期
間
重
複
の
た
め

二
業
種
不
可

  H１    H10    H20 実
務
経
験
期
間
重
複
し
て
な

い
た
め
二
業
種
可
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10 登録基幹技能者について  （新様式） 

 建設業法施行規則及び施工技術検定規則
の一部を改正する省令（平成29年国土交通省
令第67号）により、許可を受けようとする建
設業の種類に応じて国土交通大臣が認める
登録基幹技能者については、平成30年４月１
日以降主任技術者の要件を満たすこととさ
れました。 

登録基幹技能者が主任技術者要件を満た
しているか否かについては、講習修了証にお
いて、「実務経験を有する建設業の種類につ
いて建設業法第26条第１項に定める主任技
術者の要件を満たすと認められる」ことが記
載されていることで確認を行います。 

なお、平成30年４月１日前に交付された講習修了証（旧様式）でも、主任技術者の要件を満たして

いることを確認できる講習もあるため、ページ下段の※表を参考にしてください。 
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※平成30年4月1日前に交付された講習修了証（旧様式）でも、主任技術者の要件を満たしていることを確認できる講習
以下の行で◎印のある講習については、従前の講習修了証を有しているものは、当該講習修了証に記載された実務経験を有する建設業の種類について10年以上の実務
経験を確実に有していることから、従前の講習修了証であっても主任技術者の要件を満たしていることを確認できる。
なお、登録機械土工基幹技能者講習、登録PC基幹技能者講習及び登録運動施設基幹技能者講習においては、「土木工事業」についても実務経験を有する建設業の種類
として定められているが、土木工事業については主任技術者の要件として認められていないことに留意する必要がある。
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基幹技能者

登録基幹技能者の有資格コードは、全業種共通で「36」になります。基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類については、
以下のとおりです。また、取得できる許可は一般（法第７条２号ハ）のみとなります
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この記載が必要になります（ページ下の※を参照） 




